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あらまし

　近年、保育所・幼稚園などの幼児教育分野で
は、知的発達に遅れはないものの、保育に困難
を伴う「気になる子」の問題がクローズアップ
されている。気になる子の保育には、医学・心
理学などの専門知識が必要となるが、現場の保
育者がそれらを十分に備えているとは言えな
い。この状況を解決するため、専門知識を持つ
相談員が定期的に園を回り、子どもの様子を分
析し、発達を支援する巡回相談が開始された。
しかし予算・要員数の限界から、現実には、十
分な回数の巡回相談は行われていない。その結
果、一定期間の内に同じ園を相談員が何度も訪
問することは難しく、巡回相談は単発的となっ
て継続的な相談は行われていない。この問題を
解決するため、本論文では、巡回相談をサポー
トする「子ども発達相談ブログ」を提案する。
本システムではインターネットを用いて巡回相
談内容を共有でき、巡回相談後も引き続き継続
的に保育者と相談員が情報交換できる。結果と
して、訪問のみの場合に比べて継続的かつタイ
ムリーな相談が可能となり、相談回数を増やし
たのと同等の状況に近づけることができる。大
阪府内の保育所でプロトタイプシステムによる
社会実験を行ったところ、相談員との情報交換
の回数が増え、相談員からのアドバイスをすぐ
に保育に活かせ、園内で相談内容を共有するこ
とで職員相互の共通理解が深まったなど、シス
テムの有効性を確認できた。

₁．はじめに

　保育所1・幼稚園（以下、本論文では「園」と
称する）の幼児教育分野では、近年、「気にな
る子」が増加している。気になる子とは知的発
達の遅れはないものの、友達との人間関係がう
まく構築できないなど、行動面での問題を抱え
る子どもである。気になる子としては、個性や
家庭環境の影響による場合の他、広汎性発達障
害（アスペルガー症候群など）、LD（学習障害）、
ADHD（注意欠陥多動性障害）などの軽度発達
障害児として診断されるケースも含まれる。こ
のような子どもは、早期発見・早期対応により、
健全な発達へ繋げられる場合があるとされてい
る。
　気になる子の発達を見守る保育者2には、園内
における集団生活でどのように子どもに対応す
れば良いかなど、高度な専門的知識が必要とさ
れる。しかし、保育者独力でこのような状況に
対応することには無理がある。
そこで、心理学や医学などの専門知識を持つ相
談員が定期的に園を回り、子どもの様子を分析
し、保育者を支援する制度である「巡回相談」
が導入された。
　しかし、現実には、経費・要員数の問題もあり、
十分な回数の巡回相談は行われていない。相談
員が一定期間内に同一園を何度も訪問すること
は難しい。継続的な相談が行われていないため、
保育者へのケアが十分とは言えない。また、巡
回相談の結果は、「発達相談記録（簿）」として
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 1   社会福祉施設である保育所は厚生労働省が所管している。一方、教育施設である幼稚園は文部科学省が所管する。保育所につ
いては「保育園」と呼ばれることがある。しかし、保育所が厚生労働省の正式名称である。

 2   幼稚園の幼稚園教諭には幼稚園教諭免許が、保育所の保育士には保育士免許が必要である。幼児教育分野では、幼稚園教諭と
保育士を総称して「保育者」と呼ぶ。
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園内で文書化されるべきものである。しかし、
保育者業務は多忙を極めており、発達相談記録

（簿）が残されることは少ない。文書として記
録が残されなければ、相談内容も、相談に参加
した保育者には記憶として残ることはあるかも
しれないが、園の共有知識として残ることもな
い。管理者である園長3も、その情報を十分には
把握できない。
　上記問題を解決するため、本論文では、巡回
相談後も保育者と相談員が意見を交換可能であ
り、それを基に保育が行える、巡回相談サポー
トシステム「子ども発達相談ブログ」を提案す
る。発達相談記録を入力するための入力インタ
フェースや、園全体の気になる子への対応状況
を園長が把握するための園児リスト画面など、
本来のブログにはない機能も開発した。従来の
手書きの記録作成では、記録者自身が記録する
と他者の目に触れることはほとんどなかった
が、本システムにより他者の目に触れる機会が
増え、記録に対してコメントが付く。そして、
コメントを基に議論が進み、保育内容を進化さ
せながら保育を行い得る。
　以下、第２章では巡回相談で用いられている
既存の「発達相談記録」の問題点をまとめる。

第３章では情報システムの適応性について述べ
る。第４章では「子ども発達相談ブログ」を提
案し、第５章では開発したプロトタイプシステ
ムについて説明する。第６章では社会実験によ
る評価結果を示す。第７章はまとめである。

₂．研究の背景

₂.₁　巡回相談について

　文部科学省による調査では、知能発達に遅れ
は見られないものの、指導上の困難を伴う気に
なる子は小学校・中学校段階で6.3%が該当する
と言われている4。この数値に従えば、１クラス
25人程度の保育所では、各クラス毎に、１名か
２名、気になる子またはその前兆を持つ子ども
が存在することになる。これは、著者らが行っ
たフィールドリサーチにおける園での状況とも
合致している。
　気になる子の発達支援には、心理学や医学的
な専門知識が必要である。そして、その子ども
の行動を理解し、園内における集団生活でどの
ように対応すれば良いのかを考えるなど、子ど

 3   幼稚園長、保育所長を本論文では園長と呼ぶ。保育所においても「園長先生」という呼び名が一般的であるためである。ただし、
厚生労働省の正式呼称は保育所長である。

 4   2002年２月から３月にかけて文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する
全国実態調査」による。ただし、この調査は、専門家や医師によるものではなく、現場教師からの調査に基づいている。即ち、
ひとつの目安であって確定診断ではない。

図１　保育所における巡回相談の例
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もについて多方面から考える必要性が生じる。
現場の保育者、とりわけ経験の浅い保育者が、
これに必要十分な知識を持つことは難しい。
　このような状況の保育者への支援の一つとし
て、巡回相談制度が国によって導入された。
心理学や医学などの専門知識を持つ相談員（臨
床心理士5など）が定期的に園を回り、保育者に
アドバイスを与える制度である。カウンセリン
グを受ける対象の子どもは、担当保育者と園長・
主任保育者6が相談して選び、保護者に了解を得
て選定されることが多いようである。気になる
子については、早期に小児科医の診断を受ける
べきケースも多い。しかし、一般に、保護者は
これを避けたがる。園長としては、小児科医へ
の受診までは言い出せないが、さりとて今のま
まで良いかどうかを迷う。そのような場合、相
談員への依頼はひとつの救いとなる。
　更に、近年の少子化と競争原理の導入によっ
て、園同士の競争は激化しており、コストダウ
ンのために非正規雇用の保育者の割合も増加し

ている。園長と主任保育者以外は非正規雇用保
育者といった園も増加している。この場合、多
くの保育者は３年間で雇い止めとなる7が、そ
のような経験の浅い保育者に対して、現場での
専門家の指導は保育者育成の観点からも望まし
い。
　広い意味での障がい児や虐待児に対する相談
は、各都道府県単位に設けられた発達相談支援
センターが担ってきた[4]。これは国（厚生労働
省）の自閉症・発達障害支援センター事業[3]

を受けて開設された施設であり、モデル事業へ
の参加要請のあった園などに対して巡回相談も
実施している。しかし、関西地区の或るセンター
へのヒアリング結果を見る限り、スタッフ数や
予算の側面から、実際の対応は、事業の名称に
も書かれているように一定の診断が出た発達障
がい児であって、保育者から見た気になる子に
対する巡回相談までは対応できていない。
　更に、国（文部科学省）は2005年に「幼児教
育支援センター事業[5]」を開始した。この中で、

 5   心の問題の援助・解決のための専門家としての認定資格。財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間資格であるが、
心理療法家・カウンセラーの資格として最も知名度が高い。心理系大学の研究科（大学院）の修了が必要である。

 6  園長を補佐する管理者的な保育者。副園長的な立場に立つことが多い。
 7  ある園長によれば、保育者が一人前になるには、ほぼ5年が必要とのことである。

図２　発達相談記録の例
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「地域で幼児教育の振興のための取組を支援す
るため、市町村教育委員会等内に保育カウンセ
ラー等の専門家からなる幼児教育サポートチー
ムを設置」としている。茨木県牛久市、群馬県
前橋市、大阪府大阪市・豊中市、京都府京都市
など全国14市が助成対象となり、選定された市
内協力園を中心に、巡回相談が実施されている。
一方、自治体によっては教育委員会が主体と
なって巡回相談を実施しているところもある
[6]。
　次に実際の巡回相談の様子を説明する。図１
は、大阪府内のある保育所における巡回相談の
様子である。相談員（左）が保育者（右）と面
談している。このような面談を「カンファレン
ス」と呼ぶ。カンファレンスでは、相談員が園
を訪問すると、気になる子を受け持つ保育者は、
相談員に対して気になる子の様子を観察しても
らうよう依頼する。観察が終わると、保育者か
ら普段の子どもの様子を聞き取りながら、相談
員と保育者が今後の保育内容について検討す
る。
　カンファレンスの結果は、発達相談記録（簿）
に記録される。発達相談記録には決まった形式
があるわけではない。図２は実在の保育所で利
用されている紙（Ａ４）によるフォーマット例
である。発達相談記録には相談対象となる子ど
もの様子、カンファレンスの内容、相談員から
のアドバイスが記録される。カンファレンスの
終了後、保育者が相談内容について記録を作成
し、園長に提出する。そして園長、主任保育者
の先生らの確認が行われると、園内に保存され
る。なお、巡回相談自体が近年になって開始さ
れた制度であり、この発達相談記録簿の作成は、
条例等によって義務付けられているものではな
い。

₂.₂　巡回相談の課題

　現状の巡回相談の問題点を探るため、大阪府
近郊の５つの園に対して聞き取り調査を行っ
た。その結果得られた主要な問題点を以下に示
す。

◦ 【活用されない記録】巡回相談では、子ども
の発達を保障するために必要な生活および保
育、療育、教育上の留意点などが助言、指導
される。しかも、その子どもだけに留まらず、
生活環境や保護者、保育者など、その子ども
に及ぼす環境、関係者へと視野を広げ、発達
を保障するために必要な手立てを具体的に提
示される。巡回相談によって生じた内容は、
今後の保育を行う上で大変重要な情報であ
る。

　 しかし、現実には発達相談記録（簿）が作成
されないケースが多い。また、作成されたと
しても、単に子どもの成長記録として園に保
存されるだけで、それ以降は表立った問題が
起こらない限り閲覧されない。発達相談記録

（簿）が作成されない原因としては、法的に
その作成が義務付けられていないこともひと
つの理由と思われる。また、もうひとつの理
由としては、特に保育所における保育者の多
忙がある。幼稚園は一般に保育時間が短いた
め、幼稚園教諭同士での情報交換や議論の時
間が取りやすい。しかし、保育所は終日の保
育であり延長保育などもあるため、園の保育
者全員が集まって議論したり、知識共有を図
るための機会を十分に取ることは極めて難し
いからである。

　 しかし、保育所では、第三者評価が開始され
ており、法的に作成・保存が義務付けられて
いない文書でも、作成・保存が必要となるこ

電話 FAX メール 郵送

相手の都合にあわせた情報伝達 × ○ ○ ○

交換した記録の保存性 × ○ ○ ○

交換した記録の保存・検索性 × △ ○ △

交換に要する時間（タイムラグ） ○ △ △ ×

個人情報情報流出の危険 ○ △ × ○

表１　従来の発達記録の交換手段
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とが多い。発達相談記録についても、第三者
評価を考えれば、今後は作成・保存すべきと
思われる。

◦ 【巡回相談回数の不足】保育カンウセラーな
どの専門家が実際に現場に行き、現場保育者
を支援することは気になる子へのケアとして
は優れたものであることは自明ではある。し
かし、巡回相談における訪問の頻度は、財源・
要員数の問題があり、あまり多くない。

　 たとえば、前述の幼児教育支援センター事業
の対象であるはずの京都市において、数箇所
の幼稚園、保育所へのヒアリングの結果、1) 

巡回相談制度があることは理解しているが、
申し込んでから半年・一年待ちである上に単
発の相談なのであまり期待できない。2) 一方、
自前で小児科医やカウンセラーなどの相談を
依頼すればコストの問題が発生するので実際
には依頼は躊躇される、との意見を得ている。

　 一方、巡回相談が実施されても、遠隔地にあ
る園へは園に訪問するまでに時間がかかって
しまうため、園の滞在時間が短くなる。新任
保育者の中では、短い時間で端的にアドバイ
スされた助言を消化できず、取り違えた保育
を行いかねないといった問題も生じている。
また、巡回相談後に保育者が保育に不安を感
じるケースは多数存在し、相談員と関わりを
持つことを望んでいる。

　 小学校段階では、発達支援センターと連携し、
支援の必要な子どもに対して教職員の意識を
高める取り組みや教育支援計画の記録様式の
検討などが行われている場合あるが、幼稚園・
保育所ではそのような取り組みが行われてい
る例は未だ少ない[7][8][9]。

◦ 【記録の交換困難性】本来、作成された発達
相談記録は、相談員に見せて確認してもらっ
たり、更にコメントを貰いたいところである。
即ち、相談は本来は単発で終らせるべきもの
ではなく、相談員の指示によって実際の保育
を行い、その結果を相談員に報告して、更に
指示を受けて継続的に実施するべきものであ
る。しかし、何度も相談員が園を訪問するこ
とには、時間的・経済的な制約がある。一方、
相談内容を文書化して相談員に送付すること

も容易ではない。取り扱いにとりわけ注意を
要する個人情報であるためである。

　 表１に、従来の発達相談記録の、相談員と園
との間の交換方法について、そのメリット、
デメリットを示す。電話によるやり取りは、
電話がつながった際、その場ですぐにやり取
りを開始できるという利点を持つ。言葉での
やり取りになるため、細かいニュアンスも伝
わりやすい。その一方で、相手の都合に合わ
せた対応が必要になり、繋がらなかった場合、
やり取り自体が消失してしまう恐れが高い。

　 FAXやメールによるやり取りは、相手の都合
を気にせずにやり取りを開始できるが、受信
者は受け取ったデータの管理に手間が取られ
る。さらに、そのデータが必ず希望する受信
者に届けられることは保障されておらず、第
三者の手に渡る危険性も考えられる。

　 郵送は8、FAXなどと同様に相手の都合を気に
せずにやり取りを開始できる。さらにやり取
りの消失や情報流出も考えにくい。しかし、
送信者から受信者へ届くまでに時間がかかり
過ぎる。子どもの様子は刻一刻と変化するた
め、やり取りは迅速なほどよいが、送受信に
多くの時間を要す郵送方式は好ましくない。

₃．巡回相談へのブログ適用と先行研究

₃.₁　開発基盤としてのブログ

　フィールドリサーチから得られた現状の課題
は、1) 重要な資料となる記録が作成後に園で共
有されるなどの形で有効活用されていない、2) 

疑問や不安など、保育者が相談したいときに継
続的に相談できる環境が整えられていない、の
２点に集約される。そこで、これらを解決する
ための情報共有システムのベースとして、ブロ
グ(Weblog)を選択することとした。現状の課題
が、ブログの基本的な考え方により解消できる
のではないかと考えたからである。
　発達相談記録が作成されると管理が必要とな
るが、ブログでは、投入された記録は日付によっ
て管理できる。また記録の更新状況は新着記事
のお知らせ機能によって確認できる。保育者が
多数居るのに対して、相談員は少数であり、こ

 8  個人情報保護の観点から、発達相談記録の郵送による交換では、書留郵便を利用しているケースもあった。
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のような機能がユーザにとっては大きなメリッ
トになる。さらにWebアプリケーションである
ため、インターネットでいつでもやり取りが行
える。これにより、保育者と相談者は、パソコ
ン操作によって、自身の都合に合わせた相談、
返答が可能となり、継続的にやり取りが続くと
考えた。
　ただし、実際に設計を始めると、データ投入
画面や気になる子の一覧など、ブログのデフォ
ルト機能9 ／既存プラグイン10だけでは開発でき
ない機能が生じ、AP（アプリケーションプログ
ラム）としての設計が必要となった。APの基盤
として、ブログツールを採用した形になってい
る。

₃.₂　発達相談支援を目的とした先行研究

　障がいを持った子どもの相談に、通信手段と
してインターネットを利用しようとする研究は
今までにも知られている。東北大学の渡部らは、
小学生の不登校などのケースに対応するための
システムを開発している[11]。テレビ電話によ
るカウンセリングなども併用した大規模な研究
である。保護者が初期的な問診に答えるとアド

バイスが生成され、それがつぎの人手によるカ
ウンセリングへとつながってゆくように工夫さ
れている。
　また、気になる子を含む発達障がい全般の相
談にインターネットを利用する先行研究として
は、中国学園大学の爲川らの研究がある[10]。
保護者が予め設けてある質問に答えてゆけば、
初期的な相談が自動的に可能であり、その後の
電話相談への基礎資料とするシステムを開発し
ている。かなり多数の利用者を得て社会実験も
行っている11。
　上記既存研究のアプローチは、医師や臨床心
理士へ相談を持ちかけることに躊躇しがちな保
護者が、インターネットを通じて、より気軽に
カウンセリングを受けられるようにしたもので
ある。システムに一定の判断知識を持たせる
ことにより、24時間制の確保と相談員の要員削
減を図っている。これら既存研究は、極めて意
義深いものと思われるが、今回のフィールドリ
サーチで明らかになった、保育者のスキル向上・
不安の解消を目指すものではなく、巡回相談の
記録を蓄積して園の日頃の保育へフィードバッ
クしようとするものでもない。

 9  ブログ開発用ツールに特別なプログラミングをすることなく、最初から装備されている機能。
10   プラグインとは、ブログ開発用ツール自体には付属していないが、利用者が作成し、ブログに組み込むことができる機能である。

たとえば、カレンダーによる書き込みの表示機能などは、このプラグインの１つであり、著名なブログ開発用ツールの場合には、
多数のプラグインが無料で利用できるようになっている。

11   著者らの保育所・幼稚園に対するヒアリングにおいても、1) 気になる子ではないかと思われる子どもの保護者が、なかなか小
児科医を含む専門施設に相談に行ってくれないこと、2) 結果的に、発見・対処が遅れる傾向があることが指摘された。ひとつ
には、我が子が障がいを持っているとの事実を認めることへの、保護者の抵抗感があると思われる。本提案の子ども発達相談
ブログは、保護者が小児科医などに見せることを決心できない段階で、それぞれの子どもに対応することをひとつの狙いとし
ている。

図３　子ども発達相談ブログのシステム全体像
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₄．「子ども発達相談ブログ」の提案

₄.₁　システムの利用イメージ

　以上のフィールドリサーチ結果から、発達相
談記録をWeb上で共有し、巡回相談日から次回
の巡回相談日までの期間、インターネットを介
してやり取りを行いながら保育を進められる、
巡回相談のサポートシステムを提案する。以下、
本システムを「子ども発達相談ブログ」と称す
る。図３には、子ども発達相談ブログ利用の全
体の流れを示す。本提案のシステムは、保育者
と相談員の継続的な対話を支援して、しかも、
園内での情報共有を目指したものとして、上記
既存研究とは異なる視点を持つものと考える。
　本システムを用いた巡回相談は以下の流れと
なる。
　１ ．相談員(臨床心理士など)が園を訪問し、

気になる子を観察する。
　２ ．そのあとで、保育者と面談し、相談者は

保育者にアドバイスを与える。
　３ ．相談者が帰宅した後、保育者はその内容

を発達相談記録の入力画面で記録を作成
し、Web上にアップロードする。

　４ ．後日、相談員はその発達相談記録を閲覧
し、内容に応じてコメントを付加し、保育
者から質問がある場合はそれに返答する。

　５ ．必要であれば、上記のやりとりを継続す
る。

　以上の流れにより、相談員は園に何度も出向
くことなく園の子どもの様子を継続的に知るこ
とができ、保育者は相談員のアドバイスを必要
に応じてもらいながら保育を進めることが可能
となる。また本システムの閲覧やコメント投稿
は園長、主任保育者にも開放されている。園全
体の様子を把握する立場である園長や主任保育
者などは、現在園にいる気になる子の全体的な
傾向を把握できる。

₄.₂　システムが持つべき機能

　前述したように、気になる子は各クラスに一
人程度は存在する。各保育者は、自分のクラス
については、巡回相談の記録を作成できる必要
がある。また、他のクラスの子どもについては、
情報共有の観点から、参照は可能であるべきで
あるが、修正権限が与えられるべきでない。一
方、園長には、園内の気になる子の全体的な状
況を把握して欲しい。このような状況から、以
下の基本機能が必要と判断した。

【システム基本機能】
　①　 クラス毎の発達相談記録作成機能とそれ

に引き続く継続的な相談員・保育者間の
意見交換・記録機能。

　②　 園長が、園内の全体的な状況をつかむた
めの気になる子の名前一覧機能。

　③　 紙による発達相談記録の保存も必要であ
り、そのための帳票出力機能。

　④　 扱っている情報は高度の個人情報である
ため、プライバシー保護機能。

　⑤　 クラス名称、クラス担任、気になる子の
登録などのシステム管理機能。

　これら基本機能の中で、「④プライバシー保
護」については、1)園児の氏名をシステムの中
では、たとえば「YSさん」と言ったニックネー
ム12で扱い、万が一、デジタルデータで内容が
流出しても13被害を最小限度に押さえ、2)Webア
プリケーションであるがhttps14による運用とし
て、パスワードを要求する、として対応するこ
とが考えられる。「⑤管理機能」については、ユー
ザ権限を細分化して、読み書き権限を細かく制
御するなど、一般のアプリケーションと同様に
実現できる。
　以上の基本機能を具備したプロトタイプシ
ステムをXampp[17]を用いて開発した。ブログ

12  後述のプロトタイプシステムによる社会実験ではこの様にローマ字標記のイニシャルで子どもを区別した。しかし、同一イニ
シャルの子どもが頻出し、「YS2さん」といった表現を導入せざるを得なくなった。ニックネームの生成を、システムが自動的
に管理するべきであるが、今回のプロトタイプでは実装していない。

13  保育者は業務上知りえた秘密を漏らすことを法的に禁じられている（児童福祉法・第18条の22）。データ流出は個人情報保護法
の適用以前の問題として、違法な行為である。

14  本提案のシステムは、サーバによるASP運用を基本とする。httpsプロトコルの採用によって、インターネット経由のシステム利
用であっても、暗号化によって、途中のサーバで内容を読み取ることは不可能となる。
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ツールとしては、開発の自由度が高いサーバ
インストール型を選択した。Webサーバにソフ
トウェアをインストールして運営するタイプ
であり、自由度が高く、高機能であるためで
ある。サーバインストール型ツールとしては、
Nucleus[12]、Movable Type[13]、Blosxom[14]が
良く知られているが、今回のプロトタイプ開発
では、プラグインが豊富に揃い、複数のブログ
を運営できるNucleusを選択した。
　以下、今回開発したプロトタイプシステムを
例に引きながら、上記の①から③の実現法につ
いて報告する。

₅．発達相談ブログ主要機能

₅.₁　各クラスごとの発達相談記録の作成

　発達相談記録を作成するには、各クラス毎に
記録を採る必要がある。今回開発したプロトタ
イプシステムでは、図４に示す様に、園の各ク
ラスに対してブログを一つずつ用意し、それら
を全てシステムのトップ画面に総括した。なお、
この図４はシステム立ち上げ時の状態を示して

おり、何らの書き込みもない（つまり、新着の
掲示がない）状態を示している。
　保育者はトップ画面から各クラスのブログへ
移動し、記録作成を行う。保育者が書き込みを
行うと、図４の各ブログへのリンクには、図５
のように新着の書き込みがあることが表示され
る。そして、図５の最上部のマスコットをクリッ
クすると各クラスの発達相談記録の画面に移
る。即ち、トップ画面（図４）は単なるWebペー
ジではなく、ポータルになっている。これによ
り、各クラスのブログを一箇所に収集し、相談
が行われた子どものデータを共有できるように
配慮した。また、各クラスのブログに移動せず
に新着記事、新着コメントの有無が確認できる。
　各クラス毎に設けられたブログにおいては、
保育者は、最初に相談員との記録を書き込むこ
とになる。この入力画面は、通常のブログの機
能のみでは構築できなかったので、図２を参考
にして、図６に示す入力画面を開発した。入力
項目には「相談内容のタイトル」「カンファレ
ンスが行われた日」「記録者」「参加者」などの
基本的なデータ、そして「子どもの様子」「カ
ンファレンスの内容」「保護者対応」「保育活動
での留意点」がある。保育者はこれらの項目に

図４　システムトップ画面（何も記入していない初期状態）
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沿ってカンファレンスの内容を記録していく。
そして全ての項目に対して入力を終え、投稿ボ
タンをクリックすると入力データがシステム上
に投稿される。完全に自由な記述ではなく、項
目を設けることによって、保育者が何を書けば
よいかを意識させている。
　図６によってカンファレンスにおける面談内
容が記録されると、それに続いて、保育者も相
談員も、自由に対話的にコメントを入力できる。
これによって、図７のような画面が各クラスご
とに生成される。これによって、相談者と保育
者は、インターネットを通じて、巡回相談後も

連絡を交わすことが可能になる。

₅.₂　園長が園内の状況をつかむための機能

　保育者は、自分のクラスを中心に、本システ
ムに関わる。これに対して、園長、主任保育者は、
園内のすべての気になる子の状況をつかむこと
を要求される。そこで、本システムでは、図８
のように、気になる子の一覧と、新着情報を一
覧で表示される画面を設けた。左側にカンファ
レンスの行われた子どもの名前が表示され、そ

図５　１クラス分のブログ（発達相談記録を作成した後の状態）

図６　発達相談記録の入力画面
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の右側に各子どもの発達相談記録がリストアッ
プされる。各リストはカンファレンスが行われ
た日とタイトルで構成され、各発達相談記録に
リンクしている。また、園長はこの画面から、
子どものデータを追加できる。この画面は、保
育者も利用でき、園児リストの園児名の左隣に
ある鉛筆マークをクリックして、発達相談記録
の入力画面に移り、担任クラスであれば入力・
更新もできる。

₅.₃　帳票出力機能

　システム上にアップロードされた発達相談記
録は、第三者評価のためなどに備えて、紙形式
で保存する必要がある。そこで、各発達相談記
録にPDFファイル表示画面へのリンクボタンを

設けた。リンクボタンをクリックすると、図９
に示すような、PDFファイルに変換された記入
済みの発達相談記録が生成される。システム上
での発達相談記録の記録が完了すると、保育者
は図９を印刷し、園長に提出する。園長、主任
保育者が内容確認をし、子どもの発達記録の一
つとして園内に保存される。今回はPDF画面の
開発にあたり、FPDF[15]を利用した。PHP[16]

を用いてPDFファイルを動的に生成できる。

₆．システムの社会実験を通じた評価

　開発したプロトタイプシステムを利用して、
保育所で実業務に適用する社会実験を実施し
た。実際の社会実験の環境は以下の通りである。
システムの利用頻度がそう多くないため、実施

図７　各クラスの発達相談記録の表示画面
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期間として、２年間近い長期にわたる社会実験
を設定した。
　協力園：大阪府内のA保育園
　 参加者：園長、主任保育者、保育士（６名）、

相談員（１名、臨床心理士）
　期間：2005年１月から2007年３月
評価に際しては、1)このシステムがどの程度利
用されたのか、2)利用したメリットが保育者に
あったのか、に焦点を絞った。また、今回開
発したプロトタイプシステムのユーザインタ
フェースの評価も行った。以下、それぞれの評
価結果について述べる。

₆.₁　システムの利用頻度

　最初に、どの程度利用されたかを分析した。
図10は、2005年４月から12月における、発達相
談記録とコメントの投稿件数である。これより
前（2005年１月から2005年３月まで）、システ
ムを用いずに巡回相談を行ったところ、発達相
談記録が作成された回数は２、３回であった。
それに比べ、2005年４月からは頻繁に利用され
ている。これはシステムの有効性を園長が認識
し、システムを用いて記録することが保育者の
業務の一つになったこととも関連している。し

図８　園児リストの画面
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かし、前述したように、第三者評価への対応が
あり、今後は、以前のようにまったく記録を残
さないとの選択肢はない様に思われる。
　巡回相談を行った場合には、記録は必ず作成
された。巡回相談日以外にコメント機能を通し
てやり取りされたコメント数は35件であり、平
均して約９日に１回の割合である。最もコメン
ト投稿数が多い保育者に絞ると、約６日に１回
の割合でやり取りしていた。一方、相談員から
投稿されたコメントは約９日に１回の割合で
あった。
　また、図10から月ごとの数を見ると、保育が
始まった４月から６月にかけては相談件数、コ
メント数ともに増加傾向にある。これは子ども
が新しいクラスに馴染むまで、友達とのかかわ

りにおける相談内容が多かったことに関連して
いる。６月以降は投稿件数が下降している。た
だし、11月に入ると増加率は小さいが投稿件数
は増加している。これは、最年長クラスにおい
て小学校入学に向けた相談が行われたことに関
連している。
　以上から、本システムは年間を通じて利用さ
れるものの、最も活躍するのは、保育者が新し
いクラスを担任した直後である。新たに受け持
つこととなった気になる子に対する対応をこの
システムを通じて相談していることがわかる。
そして、巡回相談によって対応方法が分かれば、
徐々に書き込みは減少する。

図９　PDFファイル表示画面
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6.2　システムの導入効果

　導入効果を明らかにするため、保育者にヒア
リングを実施した。保育者からは、以下のよう
な肯定的な感想を得た。
　◦ 相談員とのやり取りする回数が増え、保育

を行う上で助けられたと実感する15。
　◦ 保育を通して子どもとのかかわり方がわ

かった。
　◦ 今後の保育の目標がわかり、どのような活

動を取り入れたらいいかがわかった。
　◦ 保育者自身の保育について考えを深める機

会になった。
　◦ 子どもについて職員間の共通理解が進み、

職員間で協力して保育を行うようになっ
た。

　以上の中には、巡回相談自体の効果が含まれ
ている。しかし、情報交換回数の増加や職員間
の情報共有の効果を明確に保育者自身が感じて
いる。ただし、保育者、相談員双方のヒアリン
グでは、記録の内容に関わらず、内容の文章化
が困難であるとの意見を得た。とりわけ、相談

員はコメントを書く際に、書いては見直すとい
う作業を幾度も繰り返し、平均して約20分の時
間を要していた。これは、システム上で閲覧さ
れる文章が、保育者や園長にとってより見やす
く、伝えやすいものにしようという熟考が相談
員に要求されているためと思われる。直接の会
話で記録が残らないものに比して、イントネー
ションのない記録がそのまま残る文章では、作
成に一定の時間が必要となるようである。しか
し、これも、もし相談員が再度、園まで出向い
たとすると長い時間とコストを発生させるわけ
であり、本システムの本質的な欠点とは言えな
い。

₆.₂.₁　インタフェース画面への評価

　プロトタイプシステムのインタフェ―ス自体
を評価するため、４段階評価によって回答を求
めるアンケートを実施した[20][21]。システム
の画面構成、使いやすさについては全体的に高
い評価を得、アンケートではどの画面におい
ても「とても使いやすい（16%）」「使いやすい

15   たとえば、「お泊り保育」直前になって、気になる子の対応について不安を感じた保育者が、本システムを利用して相談者に相
談を持ちかけるようなケースがあった。従来の紙による記録・交換では、対応不可能であったケースである。

図10　発達記録の作成とコメント投稿回数

表２　現状の入力フォーマットへの評価結果
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（68%）」という意見を得た。トップ画面におい
ては、各クラスの発達相談記録が総括されてお
り、見やすく、使いやすいという意見を得、ア
ンケートでは「とても使いやすい（40%）」「使
いやすい（60%）」という結果であった。一般
にインタフェース画面は好評であった。
　ただし、今回の社会実験では、全保育者にデー
タ投入をお願いしたが、パソコンスキルが高く
ない保育者では、画面の状態遷移（画面の後戻
りなど）に戸惑いがあるようである。本システ
ムはあまり頻繁に利用されるものでないため、
操作法を覚えることが難しい。パソコンスキル
のない保育者にとっては、前後に画面を遷移さ
せることには抵抗感がある。インタフェースの
ユーザビリティ向上は課題である。

₆.₂.₂　発達相談記録入力画面の評価

　今回のプロトタイプシステムでは、既存の発
達相談記録簿である図２に基づいて、発達相談
記録の入力画面を設計した。しかし、社会実験
を重ねる中で、相談員から、かならずしも記録
内容が適切ではないとの指摘があった。そこで、
保育者が作成した記録の中からランダムに10件
選択し、臨床心理士である相談員が評価した。
評価方法としては、以下に示した「基準」に基
づき、点数（５点満点）をつけた。
基準①　 子どもの過去の様子を確認できるよう

に書かれていること。
基準②　 記録者だけではなく、他者が見ても伝

わるように書かれていること。
基準③　 過去や現状を見直すことで今後の保育

方法に繋げられるように書かれている
こと。

基準④　 今後の保育に、よりしっかりした目的
を持って取り組めるように書かれてい
ること。

基準⑤　 子どもの日々の変化を見られるように
書かれていること。

　評価結果を表２に示す。例えば、記録９を見
ると、基準③と④において評価５であるが、基
準①においては評価１である。記録１から10で、
全基準において高い評価を得た記録はない。大
まかな内容しか書かれていない記録、今後の保
育方針が書かれていない記録などが見られた。

　基準ごとに採点結果（100点換算）を見ると、
基準③と④については約70点、基準①と⑤につ
いては約25点と大きな差がある。基準①や⑤な
どの「それまでの子どもの様子や日々の様子」
は、その子どもの担任である担当保育者にとっ
てみれば、自分はもともと把握している内容で
あるためわざわざ記録に残す必要はない。一方、
基準③や④などの「今後の保育方法」について
は、保育者の目標となるため各保育者とも記録
していると考えられる。
　保育者の視点での記録作成を考えると、上記
の傾向が生じることは自然である。しかし、共
有知識として記録を残していく上では「対象と
なっている子どもについて事前情報をもたない
保育者が閲覧してもわかること」が必須条件
となる。そのため記録を作成する際には、（１）
子どものそれまでの様子（２）どのような対応
をすべきかの双方の視点がきちんと記録されて
いなければならない。言い変えると、図２の記
入項目は、デジタルフォーマットで保育者・園
長・相談者・医師などが連携して、保育者を支
援するためには、必ずしも十分とは言えない。
　あるいは、従来、紙の発達相談記録（簿）が
たとえ作成されても園内で情報共有手段として
活用されてこなかったひとつの理由がここらに
あるのかもしれない。従来の紙のフォーマット
を単に情報システム化しただけでは、本当の
意味での情報共有は実現が難しい一例と思われ
る。相談員にも十分な情報が得られる入力イン
タフェースの実現は、今後の検討課題である。

₆.₃　本システムの政策的意義について

　２年間近い、実社会での評価実験によって、
本提案のシステムが、巡回相談の内容を記録し
て、さらに議論を深めるためのツールとして有
効であることが確認できた。本システムは巡
回相談をサポートするシステムとして提案した
がそれに加え、保育者養成にも結びつく可能性
がある。それは本システムの利用により、記録
者だけの見解を基に記録が作成されるのではな
く、他者の見解を含め、様々な視点から保育を
考えられ、それを記録できるためである。
　また、将来的には本システムがより広い範囲
の複数の園で導入されると、自園だけではなく、
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他園の保育者の記録やそれを通したやり取りが
閲覧できると考える。それによって一層、様々
な視点から保育を考えられる機会が増え、保育
者自身の能力を向上できると考える。
　更に、上記のように複数の園に導入された場
合には、その情報を、そのまま小学校における
気になる子の発達支援に生かすことも考えられ
る。個人情報の保護との関係は議論する必要が
あると思われるが、幼稚園・保育所における気
になる子の状況・対応を、詳細かつ具体的に小
学校教員に伝えることができれば、発達指導の
一助になると考える。
　その一方で、上記のように園を跨いで運営し
た場合には、子どもの個人情報が様々な園に入
るという問題が生じる。そのためには、システ
ム設計側の配慮は当然のこととして、保育者養
成校におけるセキュリティ関連の知識の習得の
強化など、情報教育の重要性はさらに増すと考
えられる。
　しかし、現在の保育分野の大学・短大におけ
る情報教育は、必修化が図られているとは言い
ながら、ワードやエクセルなどの資料作成の段
階で留まってしまう場合が多く、大きな問題で
ある。園によっては既に発達記録16や連絡帳な
どをパソコンで作成する園も存在する。また、
園内での記録作成に閉じたものであるが、その
ためのソフトウェアも数社から販売されている
[18][19]。すでに、情報システムは保育現場に
入っているのである。保育者の守秘義務への教
育の強化と共に、情報教育の強化は一般の大学
以上に早急に検討すべき課題と思われる。

₇．おわりに

　本論文では、巡回相談を通じて作成される発
達相談記録に着目し、それが有効活用できる手
法を提案し、検討を行った。巡回相談をサポー
トするシステムとして「発達相談ブログ」を提
案し、評価実験を行った。主要な結論は以下の
通り。
　◦ 従来の巡回相談では実現困難な相談日から

次回の相談日までの間における、保育者と
相談員の間でやり取りを実現できた。社会

実験でも多数の情報交換が見られ、次回の
相談日までにコメントをもらえることは、
すぐに保育に活かせるため良いとの評価を
保育者から得ることができた。

　◦ 本システムによって、子どもについて職員
間の共通理解が進み、職員間で協力して保
育を行うようになったケースがあった。ま
た、保護者の対応方法を知ることができ、
保護者との関係がよくなったという事例が
報告された。

　◦ 記録作成において、相談内容を文章に表す
のに時間がかかることが明らかとなった。
これは、イントネーションなどの感覚的な
情報を伝えることができない中で、誤解の
ない文章を書くために負荷が生じていると
推定される。より文章を書きやすいインタ
フェースの開発が望まれる。

　◦ 作成された発達相談記録を相談員側（臨床
心理士）の立場から評価したところ、不十
分な記録が多数存在した。これは、子ども
の状態をすでに十分知っているために文書
として残す必要を感じない保育者の立場
と、子どもの過去の履歴を知らないため、
相談には過去の履歴情報を必要とする相談
者の立場の違いと思われる。本システムを
広い範囲の情報共有ツールとしてゆくため
には、既存の発達相談記録（簿）のフォー
マットの踏襲のみでは不十分であり、発達
相談記録入力項目の改善に努めて行く必要
がある。

　◦ 保育所では、保育時間が長いため、保育者
全員が集まってひとりひとりの気になる子
への対応を議論する時間的余裕をもてな
い。このような場合の状況共有ツールとし
ても、本システムは有効と考えられる。

　なお、本システムは、本来は、ひとつの園単
独で利用すべきシステムではないと考える。気
になる子への対応の知識、ノウハウは、ひろく
地域の中で共有すべきものである。本提案のシ
ステムを多数の園で利用し、その中から、Q&A

を蓄積して行くようなことが望ましい。
　一方、静止画・動画を含めた画像によるやり
取りが可能となれば、子どもの状況の把握には、
更に効果的である。文章では伝え得ない、子ど

16   一人ひとりの子どもの発達状況を年に数回記録するものである。発達相談記録（簿）とは異なり、条例等によって、作成は義
務付けられている。
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もの行動の実際を伝えることができる。実際、
今回のプロトタイプシステムでは、画像（静止
画・動画）をブログに投稿する機能を開発して
いる。しかし、動画像については、一層のセキュ
リティ強化が必要であると考え、今回の社会実
験では、子どもの書いた絵を交換することに留
めた。画像や動画像の扱いは今後の課題である。
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